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７
月
３
日
㈪
か
ら
住
民
票
な
ど
証

明
書
発
行
の
手
続
き
で
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
や
運
転
免
許
証
か
ら
情

報
を
読
み
取
る
こ
と
で
申
請
書
の
一

部
を
記
入
不
要
と
す
る
「
書
か
な
い

窓
口
」
が
始
ま
り
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
手
続
き
は
次
の
と
お

り
で
随
時
対
象
を
拡
大
し
て
い
き
ま

す
。

○
対
象
と
な
る
手
続

・
住
民
票
の
交
付

・
戸
籍
謄
抄
本
の
交
付

・
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付

・
転
出
や
転
入
な
ど
の
住
民
異
動

・
印
鑑
登
録

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
町
民
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

　
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
と
は
、

事
業
主
（
給
与
支
払
者
）
が
所
得
税

の
源
泉
徴
収
と
同
じ
よ
う
に
、
従
業

員
に
代
わ
り
、
毎
月
従
業
員
に
支
払

う
給
与
か
ら
個
人
住
民
税
を
差
し
引

き
（
給
与
天
引
き
）
、
納
入
し
て
い

た
だ
く
制
度
で
す
。

　
地
方
税
法
等
の
規
定
に
よ
り
、
所

得
税
を
源
泉
徴
収
す
る
義
務
の
あ
る

事
業
主
に
実
施
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

お
り
、
茨
城
県
と
県
内
す
べ
て
の
市

町
村
で
は
、
平
成
27
年
度
か
ら
一
斉

に
原
則
特
別
徴
収
に
よ
り
納
め
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
特
別
徴
収
の
場
合
は
、
従
業
員
が

金
融
機
関
に
出
向
く
手
間
が
省
け
る

な
ど
、
納
税
者
の
利
便
向
上
に
つ
な

が
り
ま
す
。
事
業
主
の
み
な
さ
ん
に

は
、
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

お
し
ら
せ

No.574

　
国
保
税
を
滞
納
し
て
い
る
被
保

険
者
に
対
し
、
通
常
の
被
保
険
者
証

に
代
え
て
「
短
期
被
保
険
者
証
」
や

「
被
保
険
者
資
格
証
明
書
」
の
交
付

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
短
期
被
保
険
者
証
へ
の
切
り
替
え

は
、
６
月
の
時
点
で
保
険
税
を
滞
納

し
て
い
る
世
帯
へ
「
短
期
被
保
険
者

証
へ
の
切
替
予
告
通
知
」
を
発
送

し
、
指
定
期
日
ま
で
に
納
付
、
相
談

等
が
無
い
場
合
、
切
り
替
え
を
８
月

１
日
に
行
い
ま
す
。

※
短
期
被
保
険
者
証
と
は

　
通
常
の
被
保
険
者
証
よ
り
有
効
期

間
が
短
く
、
町
と
の
誓
約
等
に
基

づ
い
た
定
期
的
な
更
新
（
納
税
）

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
被
保
険
者
資
格
証
明
書
と
は

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

事
の
み
を
証
明
す
る
も
の
で
す
。

　
医
療
機
関
で
受
診
を
し
た
際
、
か

か
っ
た
医
療
費
の
10
割
を
負
担
い

た
だ
き
、
後
日
、
領
収
証
を
役
場

窓
口
に
持
参
し
、
療
養
費
支
給
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
７
割
分
の

償
還
払
い
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

【
町
か
ら
の
お
願
い
】

　
国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
者
全
員

の
相
互
扶
助
で
成
り
立
っ
て
い
る
医

療
保
険
制
度
で
す
。
そ
の
財
源
と
な

る
国
保
税
の
収
納
確
保
は
、
制
度
を

維
持
し
て
い
く
う
え
で
、
ま
た
加
入

者
間
の
公
平
を
図
る
う
え
で
重
要
な

こ
と
で
す
。
制
度
を
ご
理
解
い
た
だ

き
、
期
限
内
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ

い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

　
６
月
１
日
付
け
で
、
次
の
方
々
が

厚
生
労
働
大
臣
か
ら
の
委
嘱
を
受
け

ま
し
た
。

　
民
生
委
員
児
童
委
員
は
、
地
域
住

民
の
立
場
に
立
っ
て
、
生
活
や
福
祉

に
関
す
る
相
談
な
ど
を
行
い
ま
す
。

　
秘
密
は
堅
く
守
り
ま
す
の
で
、
気

軽
に
地
区
担
当
の
委
員
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

○
任
期
　
３
年

地
　
区

担
当
委
員

元
栗
橋

新
　
田
　
森
田
　
倫
和

　
☎

（84）
０
５
６
１

川
　
妻

　
鈴
木
　
律
子

　
☎

（80）
１
１
３
４

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
社
会
福
祉
Ｇ

　
☎

（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

「
書
か
な
い
窓
口
」が

始
ま
り
ま
す

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収

（
給
与
天
引
き
）

民
生
委
員
児
童
委
員
が

委
嘱
さ
れ
ま
し
た

国
保
税
を
滞
納
す
る
と
短

期
被
保
険
者
証
等
へ
切
り

替
え
に
な
り
ま
す


